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衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
利
益
率
の
極
め
て
高
い
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
江
田
憲
司
君
提
出
利
益
率
の
極
め
て
高
い
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
、
寄
附
と
は
、
「
金
銭
、
物
品
そ

の
他
の
財
産
上
の
利
益
の
供
与
又
は
交
付
で
、
党
費
又
は
会
費
そ
の
他
債
務
の
履
行
と
し
て
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い

う
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
同
法
第
八
条
の
二
に
規
定
す
る
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
収
入
に
つ
い
て
は
、

当
該
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
へ
の
参
加
の
対
価
に
係
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
寄
附
と
は
性
質
が
異
な
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い

る
が
、
個
別
の
事
案
が
同
法
の
規
定
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
具
体
の
事
実
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

考
え
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
は
、
西
村
康
稔
衆
議
院
議
員
個
人
の
政
治
活
動
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。 


